
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

九
上
表
中
所
在

地
欄
中六
峰
山
町

鶴
市
町

〃
〃
表
中
地
域

欄
中一二
〜
一
三

峯
山
国
有
林
三
七

林
班
は
小
班

御
殿
国
有
林
三
七

林
班
は
小
班
の
う

ち
実
測
三
七
八
三

・
三
五
平
方
メ
ー

ト
ル

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
二
七
番
八
号

株
式
会
社
ｃ
ｙ
ｍ
ａ

代
表
取
締
役

田
中

正
信

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
二
七
番
八
号

株
式
会
社
ワ
イ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

田
中

正
信

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

静
岡
県
島
田
市
湯
日
一
番
地
の
一

株
式
会
社
丸
紅

代
表
取
締
役

紅
林

眞
之

株
式
分
割
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
九
六
〇
株
を
二
八
、
八
〇
〇
株
に
分
割

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

東
京
都
台
東
区
台
東
一
丁
目
二
二
番
四
号
ア
ス
ト

ロ
ン
台
東
ビ
ル

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

陳

本

栄

株
式
交
換
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
株
式
会
社
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
七
年
六
月
十
六
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下

さ
い
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
一
丁
目
五
番
一
八

号
千
代
田
ビ
ル

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｄ

Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｓ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

青
木

啓
之

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
鈴
木
正

人
、
南
潤
赫
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一

三

一
二

壱
丁
目
参

番
館
七
〇
八

株
式
会
社
シ
ン
ド
リ
コ
ー

日
本
に
お
け
る
代
表
者

鈴
木

正
人

日
本
に
お
け
る
代
表
者

南

潤
赫

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四
月
一

日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型
確
定

給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回

掲
載
（
令
和
七
年
五
月
十
四
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥

し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
一
丁
目
五
二

〇

一
株
式
会
社
ゴ
ー
ド
ー
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

畑
中

伸
一

債
権
申
出
の
催
告
（
第
三
回
）

当
基
金
は
、
代
議
員
会
に
お
け
る
代
議
員
の
議
決
に
よ

り
解
散
し
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
公

告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
五
月
十
三
日
）
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し

出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
（
号
外
第
二
百
二
十
六
号
）

文
部
科
学
省
告
示
第
百
九
十
四
号
（
史
跡
に
地
域
を
追
加

し
て
指
定
し
、
一
部
解
除
す
る
件
）

平
成
十
九
年
二
月
六
日
（
号
外
第
二
十
二
号
）
文
部
科

学
省
告
示
第
十
一
号
（
史
跡
に
地
域
を
追
加
し
名
称
を
改

め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

一
七
ペ
ー
ジ
上
段
表
中
地
域
欄
中
終
り
か
ら
二
一
行
目

を
削
除
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
竹
間
沢
二
八
三

一

Ｔ
＆
Ｋ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ａ
グ
ル
ー
プ
勤
労
者
財
産
形

成
基
金

清
算
人

関
根

秀
明

訂
正
公
告

令
和
六
年
十
一
月
六
日
（
号
外
第
二
六
〇
号
）
掲
載
の

第
四
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所
「大

阪
市
中
央
区

淡
路
町
４

２

13ア
ー
バ
ン
ネ
ッ
ト
御
堂
筋
ビ
ル

」
と

あ
る
は
「大

阪
市
浪
速
区
立
葉
一
丁
目
２
番
12号

」
の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

大
阪
市
浪
速
区
立
葉
一
丁
目
二
番
一
二
号

株
式
会
社
鳥
貴
族

代
表
取
締
役

江
野
澤
暢
男

訂
正
公
告

令
和
六
年
十
一
月
六
日
（
号
外
第
二
六
〇
号
）
掲
載
の

第
四
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所
「大

阪
市
中
央
区

淡
路
町
４

２

13ア
ー
バ
ン
ネ
ッ
ト
御
堂
筋
ビ
ル

」
と

あ
る
は
「大

阪
市
浪
速
区
立
葉
一
丁
目
２
番
12号

」
の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

大
阪
市
浪
速
区
立
葉
一
丁
目
二
番
一
二
号

株
式
会
社
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｋ
Ｉ

Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｇ
Ｅ
Ｒ

代
表
取
締
役

髙
田

哲
也

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
解
散

し
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従

い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
十
五
日

大
分
県
大
分
市
金
池
南
一
丁
目
一
三
番
六
号

さ
く
ら
咲
税
理
士
法
人

代
表
社
員

光
田
加
壽
子


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